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令和７年度分 市民税・県民税 

令和７年度分市民税・県民税の申告受付期間は、令和７年 2 月 17 日（月）から 3 月 17 日（月） 

です。申告の必要がある方は、この手びきを参考に申告書を作成し期限内に申告を済ませましょう。     

   なお、本手びきは令和６年 11 月時点の法令等により作成しています。その後の法改正などにより

内容が変更となる可能性があります。 

索 引 

申 告 の 手 び き 

令和７年度（令和６年分）の申告期限は令和７年 3 月 17 日（月）です。 

次のいずれかの方法で提出してください。 

① 申告受付相談会場での提出 

② 郵送での提出 会場の混雑緩和のため、郵送での提出にご協力をお願いします。 

   宛先：〒022-8501 大船渡市総務部税務課 市民税係 ※住所を記載する必要はありません 

③ 市役所窓口での提出（本庁税務課９番窓口／三陸支所市民係窓口／綾里・吉浜地域振興出張所） 

  ※②および③の方法での提出は、申告書が完成している場合のみ受付します。 

 【問い合わせ先】  

〒０２２－８５０１ 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢１５ 

   大船渡市総務部税務課 市民税係  

電  話 ：０１９２－２７－３１１１（内線１５３、１５４） 

E-mail ：ofu_zeimu@city.ofunato.iwate.jp 

－１－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告の必要がある方 

申告に必要な書類（必要書類がない場合には受付できない場合があります） 
 ・給与や公的年金等の収入がある方 ⇒ 給与や公的年金等の源泉徴収票または給与明細書等 
 ・事業（漁業、農業等）、不動産の収入がある方 ⇒ 収入、経費等がわかる書類や証明書等 
  ※ あらかじめ、収入、経費等を集計し、申告書附表等を作成してください。 
 ・国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、国民年金等の社会保険料の領収書等（口座振替の場合は 

通帳の写し等） 
 ・生命保険料、地震保険料等の控除証明書等 
 ・医療費控除を受ける方 ⇒ 医療費控除の明細書 

・本人または扶養親族等が障害者の場合は、身体障害者手帳、障害者控除対象者認定書等 
 ・通帳等の口座番号がわかるもの 
 ・個人番号（マイナンバー）確認書類および本人確認書類 
  ※ 本人確認書類の例 
   〇個人番号カード（マイナンバーカード）をお持ちの方 ⇒ 個人番号カード（マイナンバーカード） 
   〇個人番号カード（マイナンバーカード）をお持ちでない方 ⇒ 以下のうちそれぞれ１点ずつ 
   【番号確認】⇒通知カード、個人番号が記載された住民票の写し 
   【身元確認】⇒運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証、年金手帳等 

申告が必要な方 
１ 令和７年１月１日現在、大船渡市に住民登録がある方 
２ 営業等、農業、不動産、雑（公的年金等）、一時などの所得がある方 
  例年、税務署で確定申告を行っている方は、税務署で申告してください。 
３ 給与所得者で下記に該当する方 
 (1) 勤務先から大船渡市に給与支払報告書が提出されていない方 
 (2) 就職、退職などにより年末調整をしていない給与収入、営業等、農業、不動産、雑（公的年金等）、 
  一時などの所得があった方 
４ 無収入の方、又は非課税収入（遺族・障害年金、失業給付金、児童扶養手当等）のみの方 
  令和６年中に収入がない場合でも、市民税・県民税申告をしていないと、国民健康保険税の軽減や認定 

こども園の利用料などに影響することがあります。 
  なお、会場の混雑緩和のため、６ページの記載例を参考に作成のうえ、郵送で提出をお願いします。 

－２－ 

住民税試算システムによる申告書の作成をご活用ください。 

市ホームページ上のリンク先にある「住民税試算システム」に必要事項を入力することにより、複

雑な計算をすることなく市民税・県民税の申告書を作成することができます。 

ご自宅のパソコンやスマートフォンで申告書を作成できますので、ぜひご活用ください。 

１ 操作方法 

  大船渡市のホームページ（https://www.city.ofunato.iwate.jp/soshiki/zeimu/34967.html）

上で「市民税・県民税（国民健康保険税）申告書の作成の仕方」をご確認ください。 

 

２ 作成した申告書の提出方法 

  作成した申告書等をプリンターから印刷して郵送で提出してください。 

宛先：〒022-8501 大船渡市総務部税務課 市民税係 ※住所を記載する必要はありません 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 曜日 時間 申告受付相談会場 備考

2/17 月 午前10時～午後３時 末崎町ふるさとセンター

18 火 午前10時～正午

19 水 午前10時～午後３時 三陸公民館

20 木 午前10時～午後３時

21 金 午前10時～正午

月日 曜日 時間 申告受付相談会場 備考

25 火 午前10時～午後３時 シーパル大船渡　研修室

26 水 午前10時～午後３時

27 木 午前10時～午後３時

28 金 午前10時～午後３時

3/1 土

2 日

3 月 午前10時～午後３時 シーパル大船渡　研修室

4 火 午前10時～午後３時

5 水 午前10時～午後３時

6 木 午前10時～午後３時

7 金 午前10時～午後３時

8 土

9 日

10 月 午前10時～午後３時 シーパル大船渡　研修室

11 火 午前10時～午後３時

12 水 午前10時～午後３時

13 木 午前10時～午後３時

14 金 午前10時～午後３時

15 土

16 日

17 月 午前10時～正午 シーパル大船渡　研修室

■シーパル大船渡：令和７年２月25日(火)～３月17日(月)

■臨時会場：令和７年２月17日(月)～２月21日(金)

申告受付相談についてのお願い 
・申告内容や当日の状況などにより、来場者順の申告受付とはならない場合があります。 
・会場の混雑緩和や受付時間短縮のため、ご自宅において、あらかじめ資料を整理し、申告書および
申告書附表等を作成していただくなどのご協力をお願いします。 
・土日・祝日は申告受付相談を行いません。 

－３－ 

申告受付相談の日程 

（大船渡市役所での申告受付相談はありません） 



 

 

 

 

 

 

申告書の記入例：表面 

・個人番号（マイナンバー）を記入してください。 

・住所、氏名、電話番号等を記入してください。 

所
得
控
除
の
種
類
ご
と
に
控
除
額
を
算
出
し
記
入
し
ま
す
。 

セ ル フ メ

デ ィ ケ ー

シ ョ ン 税

制 を 利 用

す る 場 合

は医療費

控除の区

分 欄 に

「 １ 」 を 記

入してくだ

さい。 

収
入
の
種
類
ご
と
の
合
計
金
額
と
、
所
得
を
計
算
し
記
入
し
ま
す
。 

所
得
控
除
の
該
当
す
る
欄
に
内
訳
を
記
入
し
ま
す
。 

21 

円 円

裏面にも記載する欄がありますから注意してください。

令和７年度分　市民税・県民税（国民健康保険税）申告書
　　大船渡市長  様

個人番号

フリガナ オオフナ　イチロウ

世帯主の氏名 大船　太郎

続      柄

氏   名 大船　一郎

現 住 所 大船渡市盛町字宇津野沢15 電 話 番 号 0192-27-3111
宛名番号

令和７年１月１日

現在の住所 同　　上 生 年 月 日  明・大・昭・平・令     45 ・  5・　5

業種又は職業 自営業
世帯番号

社 会 保 険 料

控 除

国民健康保険税 100,000 円

農　　　　業

3 所得から差し引かれる金額に関する事項

（
令

和
　

年

　

月

　

日

提
出

）

　⑬ 社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

1
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

　⑮
新生命保険料の計 旧生命保険料の計

利　　   子

円

（
作

成
税

理

士

　

　

　

　
 

　

　

　

　

 

　

　
　

　

）

そ   の   他

短　　  期

⑳

障

害

者
控

除

1

フリガナ

エ合　　　　　　計 300,000

イ 500,000

国民年金
不  動  産 ウ 2,000,000

事

業

営 業 等 ア 1,900,000
円

200,000

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計
円 100,000 円

配　 　 当 オ
円 100,000 円

ケ　⑯　地震 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

保険料控除 50,000

雑

公 的 年 金 等 キ
介護医療保険料の計

業   　　 務 ク100,000

生 命 保 険 料

控 除

給　　  与 カ 600,000

円 円 総

合

譲

渡

コ

（学校名）

一　　 時 シ

　⑰～⑲ ⑰　□　寡婦控除 　⑱ ⑲　□　勤労学生控除 長　　  期 サ
寡婦、ひとり親

勤労学生控除

　　　□ 死別　□ 生死不明

　　　□ 離婚　□ 未帰還

□ ひとり親

控　   除

障害の

程度

級

度

2
　
所
　
得
　
金
　
額

個人番号

事

業

営　 業 　等 ① 900,000
氏 名

農　　　　業 ② 250,000

不　動　産 ③ 875,000

2

フリガナ
障害の

程度

級

度氏 名
利 　　   子 ④

個人番号

配　　　　当 ⑤　㉑ ～ ㉒ 配

偶

者

フリガナ オオフナ　ハマコ 生年月日
  明・大・昭

平・令

49・　1・ 1

個人番号

配 偶 者 控 除 ・

配偶者特別控除・

同 一生 計配 偶者

7・12・12

同居・

別居の

区分

☑ 同居

□ 別居

続

柄 子

氏 名 大船　浜子
配偶者の

合計所得金額
0 円

同一生 計配 偶者 （控 除対

象配偶者を除く。）

50,000

⑦
㉓

1

フリガナ オオフナ　ジロウ 生

年

月

日
氏 名 大船　次郎

扶

　

　

養
　

　

控

　

　

除

個人番号

明・大

昭・平

令

2

フリガナ オオフナ　ハナコ

☑

雑

控除額 万円

10・10・10

同居・

別居の

区分

給　　  　与

□ 同居

☑ 別居

続

柄 母

業   　　 務

そ   の   他

公的年金等

⑥

生

年

月

日

明・大

昭・平

令

⑧

⑨

受付
氏 名 大船　ハナコ 総合譲渡・一時 ⑪

合　計

（⑦+⑧+⑨）
⑩

控除額

住申
個人番号 合 計 ⑫ 2,075,000

4
　
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

3

フリガナ 生

年

月

日

明・大

昭・平

令

・　　・

同居・

別居の

区分

□ 同居

□ 別居

社 会 保 険 料 控 除 ⑬ 300,000

控除額

氏 名
小 規 模 企 業

⑭個人番号

同居・

別居の

区分

□ 同居

□ 別居

続

柄

共 済 等 掛 金 控 除

氏 名

地震保険料控除 ⑯ 25,000

続

柄

生命保険料控除 ⑮ 70,000
確申

4

フリガナ 生

年

月

日

明・大

昭・平

令

・　　・

個人番号 控除額

検算

個人番号

20・10・10

同居・

別居の

区分

☑ 同居

□ 別居

続

柄 子氏 名 大船　三郎

寡 婦、ひとり親控除
⑰～

⑱

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（
控

除

対

象

外

)

1

フリガナ オオフナ　サブロウ 生

年

月

日

勤    労    学    生   、

障   害   者   控   除

⑲～

⑳

平・令

㉑～

㉒
330,000配偶者（特別）控除

同居・

別居の

区分

□ 同居

□ 別居

続

柄 扶  養  控  除 ㉓ 710,000
氏 名

基  礎  控  除

2

フリガナ 生

年

月

日

平・令 ・　　・

入力㉔ 430,000個人番号

3

フリガナ 生

年

月

日

平・令 ・　　・

同居・

別居の

区分

個人番号

税

氏 名

雑  損  控  除 ㉖ I

□ 同居

□ 別居

続

柄

⑬から㉔までの計 ㉕ 1,865,000

万円 医療費控除

損  害  の  原  因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

    ・　　・

確認
合　　　計

（ ㉕ ＋ ㉖ ＋ ㉗ ）
㉘ 1,865,000 表

㉖

区

分 ㉗別居の扶養親族等がい る 場合に は、裏面「12」に 氏名、個人番号 及び 住所

を 記入してください 。

扶 養 控 除

額 の 合 計

地方税法附則第４条の４の規定の適用を 選択す る 場合に は、「医療費控除 」欄

の「区分」の□に 「１」と記入してください 。 裏損　　害　　金　　額 保険金などで補てんされる金額  差引損失額のう ち災害関連支出の金額
雑 損 控 除 給与・ 公的年金等に係る所得以 外（ 令和 ７年 ４月 １日 にお い て 6 5 歳

未満の方は給与所得以外） の市町村民税・ 道府県民税の納税方法

　□　給与から差引き（特別徴収）　　□　自分で納付（普通徴収）

医 療 費 控 除
「個人番号」欄に は、個人番号（行政手続に お け る 特定の個人 を 識 別す る た

めの番号の利用等に 関す る 法律第２条第 ５項 に 規 定す る 個 人番 号を い う 。）

を 記載してく ださい 。

円 円 円

㉗
支 払 っ た 医 療 費 等 保険金などで補てんされる金額

子

21 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

－４－ 

・16 歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありませんが、障害者控除等の適用の可否、市民税・

県民税の非課税限度額の判定等に影響があることから、該当者がいる場合は必ず記入してください。また、

個人番号（マイナンバー）も忘れずに記入してください。 

配
偶
者
が
「
同

一
生
計
配
偶
者
」に
該
当
す
る
場
合
は
、
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

（

 

「所
得
控
除
に
つ
い
て
」
の
「配
偶
者
控
除
」欄
を
参
照
） 
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６ 給与所得の内訳

日給などの給与所得のある人で、

源泉徴収票のない人は記入してください ７ 事業・不動産所得に関する事項

月 日  給 勤務日数 月  収 所得の種類
支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等
収入金額

4 不動産 2,000,000

必要経費 青色申告特別控除額

1 円 円 営業 1,000,000 円 300,000 円 円

700,000

3 農業

2 営業 900,000

1,125,000

500,000 250,000

８ 配当所得に関する事項
6

配当所得

の種類

支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等
支払確定年月

5

収入金額 必要経費
7 5,000 20 100,000

・ 円 円
8 5,000 20 100,000

・9 5,000 20 100,000

国外株式等に係

る外国所得税額11 5,000 20 100,000

９ 雑所得（公的年金等以外）に関する事項

・10 5,000 20 100,000

賞 与 等 円 種 目
支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等
収入金額 必要経費

12 5,000 20 100,000

合    計 600,000 円 円

法人番号又は勤務先所在地 大船渡市盛町字下館下18-1

10 総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

収入金額 必要経費
差引金額

（収入金額－必要経費）
特別控除額

勤 務 先 名 ㈱　大船渡第一商事

電 話 番 号

所得金額

（差引金額－特別控除額）

総 合 譲 渡
短 期

円 円 円 円 イ　　　　　　　  　   　　円

長 期
ロ

一　  時
ハ

右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。

右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。

二 合計 イ＋[（ロ＋ハ）×1/2]

11 事業専従者に関する事項 13 事業税に関する事項

1

フリガナ オオフナ　シロウ

続柄 弟

所得金額　　　　　　　円

氏 名 大船　四郎 損益通算の特

例適用前の

不動産所得

　　　　　　　　　　　円

個人番号

生年

月日

明・大

昭・平

令

51・5・5
専従者給与

（控除）額
500,000

非課税所

得など

従事月数 12

2

フリガナ

続柄
生年

月日

明・大

昭・平

令

・　・
専従者給与

（控除）額
氏 名

損失額、被災損失額（白）  円

個人番号

事業用

資産の

譲渡損

失など

資産の種類

従事月数

所得税における青色申告の承認の有無 承認あり・承認なし 合 計 額 500,000
前年中の

開廃業

開始 ・ 廃止

　　　　月　　 　日

□　他都道府県の事務所等

12 別居の扶養親族等に関する事項

1

フリガナ オオフナ　ハナコ
個人

番号
住所 大船渡市三陸町越喜来字所通26-1

氏 名 大船　ハナコ

17　前年中に所得がなかった方の記載欄
　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の

控除を受けようとする場合は、下の各欄に配当割額及び株式等譲渡所得割額を書き入れてください。
　１．次の者の扶養家族であった（仕送りを受けていた。）

（住所）

（氏名）

　２．学生であった。

　３．雇用保険（失業保険）・労災保険等を受給していた。

　４．遺族年金・障害年金・傷病年金等を受給していた。

　５．生活保護法による生活扶助を受けていた。

　６．その他（昨年の生活状況をくわしく記入してください。）

配 当 割 額 控 除 額
円

株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 控 除 額

15　寄附金に関する事項

住所
氏 名

2

フリガナ
個人

番号

　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

都道府県、市区町村分

(特 例 控 除 対 象）

円

条例指定分

都道府県
円

住所地の共同募金会、日赤支部

分・都道府県、市区町村分（特例

控除対象以外）

市区町村

14　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項

16　所得金額調整控除に関する事項
フリガナ

続柄
生年

月日

明・大

昭・平

令

・　・
特別障害者に

該当する場合
氏 名

個人番号

級

度

別居の場合

の住所

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

源
泉
徴
収
票
が
な
く
、
給
与
明
細
等
か
ら
収
入
金

額
を
算
出
す
る
場
合
に
記
入
し
ま
す
。 

事 業 所

得・不動

産 所 得

があった

場 合 に

記入しま

す。 

配 当 所

得があっ

た場合に

記入しま

す。 

申告書の記入例：裏面 

公 的 年

金 等 以

外 の 雑

所得があ

った場合

に記入し

ます 

土 地 建

物・ 株式

以 外 の

譲 渡 所

得 や 一

時 所 得

がある場

合に記入

します。 

事
業
専
従
者
が
い
る
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

個
人
番
号
（マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

－５－ 

別
居
し
て
い
る
扶
養
親
族
等
が
い
る
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

個
人
番
号
（マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※会場の混雑緩和のため、郵送での提出にご協力をお願いします。 

特別障害者に

該当する場合

級

度

別居の場合

の住所

円

住所地の共同募金会、日赤支部

分・都道府県、市区町村分（特例

控除対象以外）

市区町村

16　所得金額調整控除に関する事項
フリガナ

続柄
生年

月日

明・大

昭・平

令

・　・
氏 名

個人番号

14　配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項
17　前年中に所得がなかった方の記載欄

　特定配当等に係る所得金額、特定株式等譲渡所得金額を総所得金額に含め、配当割額又は株式等譲渡所得割額の

控除を受けようとする場合は、下の各欄に配当割額及び株式等譲渡所得割額を書き入れてください。
　１．次の者の扶養家族であった（仕送りを受けていた。）

（住所）

（氏名）

　２．学生であった。

　３．雇用保険（失業保険）・労災保険等を受給していた。

　４．遺族年金・障害年金・傷病年金等を受給していた。

　５．生活保護法による生活扶助を受けていた。

　６．その他（昨年の生活状況をくわしく記入してください。）

配 当 割 額 控 除 額
円

株 式 等 譲 渡 所 得 割 額 控 除 額

15　寄附金に関する事項
　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。

都道府県、市区町村分

(特 例 控 除 対 象）

円

条例指定分

都道府県

・申告書裏面「前年中に所得がなかった方の記載欄」の該当する番号に○をつけてください。 

※ １に該当する場合は、住所、氏名を記入してください。 

 

 

寡婦、ひとり親

勤労学生控除

　　　□ 死別　□ 生死不明

　　　□ 離婚　□ 未帰還

□ ひとり親 （学校名）

控　   除

　⑰～⑲ ⑰　□　寡婦控除 　⑱ ⑲　□　勤労学生控除

　⑯　地震 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

保険料控除
円 円

介護医療保険料の計
円

生 命 保 険 料

控 除

新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計
円 円

旧生命保険料の計
円 円

合　　　　　　計

社 会 保 険 料

控 除

円

　⑬ 社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

　⑮
新生命保険料の計

－６－ 

申告書の記入例：令和６年中に収入がなかった方 

申告書：表 

申告書：裏 

 
一　　 時 シ

総

合

譲

渡

短　　  期 コ

長　　  期 サ

そ   の   他 ケ

キ

業   　　 務 ク

給　　  与 カ

雑

公 的 年 金 等

配　 　 当 オ

不  動  産 ウ

利　　   子 エ

事

業

営 業 等 ア
円

農　　　　業 イ

1
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

令和６年中に収入がなかった場合は、申告書の表面「収入金額等」欄に、「収入なし」と記入してください。   

（遺族・障害年金、失業給付金、児童扶養手当等は非課税となります。） 

収
入
な
し 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の種類 収入の具体例 所得の計算方法 

事業（営

業・農業） 

製造業、卸売業、小売業、漁業、農業等に

よる収入 

所得金額 ＝ 収入金額 － 必要経費 

 

不動産所得 アパート、貸家、貸地、駐車場等の不動産

から生じる収入 

所得金額 ＝ 収入金額 － 必要経費 

 

利子所得 公債、社債、預貯金等の利子 所得金額 ＝ 収入金額 

配当所得 株式や出資金に対する利益の配当等による

収入 

所得金額 ＝ 収入金額 － 株式等の元本取得の

ために要した負債の利子 

給与所得 給料、賃金、賞与等の収入 下記の給与所得の計算方法によって求めた額 

雑所得 国民年金、厚生年金等の年金収入 ８ページの公的年金等所得の計算方法によって

求めた額 

他の所得にあてはまらない収入（生命保険

契約に基づく年金やシルバー人材センター

から受ける報酬など） 

所得金額 ＝ 収入金額－必要経費 

譲渡所得 書画・ゴルフ会員権等の資産の譲渡による

収入 

所有期間により長期と短期に区分 

短期：譲渡資産の保有期間が、取得日以後譲渡の

日まで５年以下であった場合 

長期：譲渡資産の保有期間が、取得日以後譲渡の

日まで５年を超える場合 

短期 

所得金額 ＝ 収入金額－資産の取得価額などの

経費－特別控除額：最高 50 万円 

長期 

所得金額 ＝ （収入－資産取得額などの経費－

特別控除：最高 50 万円）×１/2 

一時所得 生命保険の満期受取金、競馬・競輪などの

払戻金、クイズの賞金、福引の当せん金等

の収入 

所得金額 ＝ （収入金額－必要経費－特別控除

額：最高 50 万円）×１/2 

収入の種類と所得の計算方法 

給与所得の計算方法 

給与等の収入金額を、右の計算表 

にあてはめて計算し、所得金額を申 

告書の「所得金額 ⑥欄」に記入し 

てください。 

 

－７－ 

 

給与等の収入金額の合計額（Ａ） 給与所得の金額

           0　～  　550,999円  0円

     551,000  ～　1,618,999円  Ａ－550,000円

   1,619,000　～　1,619,999円  1,069,000円

   1,620,000　～　1,621,999円  1,070,000円

   1,622,000　～　1,623,999円  1,072,000円

   1,624,000　～　1,627,999円  1,074,000円

   1,628,000　～　1,799,999円  {Ａ÷４（千円未満切捨て）}×2.4＋100,000円

   1,800,000　～　3,599,999円  {Ａ÷４（千円未満切捨て）}×2.8－80,000円

   3,600,000　～　6,599,999円  {Ａ÷４（千円未満切捨て）}×3.2－440,000円

   6,600,000　～　8,499,999円  Ａ×0.9－1,100,000円

　 8,500,000円以上  Ａ－1,950,000円



 

 

 

 

－８－ 

公的年金等所得の計算方法 

公的年金等の収入金額を、下の計算表にあてはめて計算し、所得金額を申告書の「所得金額 ⑦欄」に記入

してください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

所得控除項目 内   容 

医療費控除 

下記のＡ・Ｂいずれかを選択 

Ａ 従来どおりの医療費控除 

（控除額）＝（支払い金額）－（保険等により補填される金額）－（10 万円※） 

〔最高 200 万円〕 

※総所得金額等が 200 万円未満の場合は総所得金額等の 5％。 

Ｂ セルフメディケーション税制 

（健康の維持増進及び疾病の予防について一定の取組が必要） 

（控除額）＝（特定一般用医薬品購入費用）－（保険等による補填）－12,000 円 

〔最高 88,000 円〕 

Ａ・Ｂどちらかの申告をした後での選択の変更はできません。 

 

社会保険料控除 

令和６年中に支払った国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金の保

険料等 

領収書を紛失した方は「納付額のお知らせ」を発行しております。 

（発行場所：本庁税務課８番窓口／三陸支所市民係窓口／綾里・吉浜地域振興出張所） 

※「納付額のお知らせ」が発行できるのは、国民健康保険税、固定資産税、介護保険料、後期高齢者

医療保険料の普通徴収分です。特別徴収（年金天引）分については「納付額のお知らせ」は発行でき

ません。 

 

小規模企業共済等 

掛金控除 

令和６年中に支払った小規模企業共済法に基づく第一種共済掛金等 

生命保険料控除 

令和６年中に支払った生命保険料の掛金等 

 

地震保険料控除 

 

損害保険料や地震保険料の掛金等 

※一つの契約に、地震保険分と旧長期 

損害保険分の保険料が含まれている場 

合は、いずれか一方しか控除対象にな 

りません。 

－９－ 

所得控除について 

　　　　　　円 ・・・ ①

　　　　　　円 ・・・ ②

　　　　　　円 ・・・ イ

　　　　　　円 ・・・ ロ

　　　　　　円 ・・・ ③

　　　　　　円 ・・・ ④

　　　　　　円 ・・・ ハ

（ 最高7万円が限度）　

　円（イ＋ロ＋ハ）

個人年金保険料控除

　Ｂによる控除額＋Ｅによる控除額（上限28,000円）

　Ｅによる控除額（上限35,000円）

③と④のいずれか大きい額

生 命 保 険 料 控 除 合 計

　Aによる控除額＋Ｄによる控除額（上限28,000円）

　Ｄによる控除額（上限35,000円）

①と②のいずれか大きい額

介護医療保険料控除

  Ｃによる控除額（上限28,000円）

一般生命保険料控除

地震保険料控除
地震保険料の計　Ｆ 円

50,000円以下 Ｆ × 0.5 円

50,001円以上 25,000円

旧長期損害保険料の計　Ｇ 円

5,000円以下 Ｇ 円

5,001～15,000円 Ｇ × 0.5 ＋ 2,500 円

15,001円以上 10,000円

地震保険料控除額 （ 最高2万５千円が限度）　
〔Ｆによる控除額＋Ｇによる控除額〕 　円

生命保険料控除
◎新契約（平成24年1月1日以後契約）分の計算式

12,000円以下 Ａ,Ｂ又はＣ ・・・ 円

12,001～32,000円 Ａ , Ｂ 又 は Ｃ × 0.5 ＋ 6,000 ・ ・ ・ 円

32,001～56,000円 Ａ , Ｂ 又 は Ｃ × 0.25 ＋ 14,000 ・ ・ ・ 円

　  56,001円以上 28,000　円

◎旧契約（平成23年12月31日以前契約）分の計算式

15,000円以下 Ｄ 又 は E ・ ・ ・ 円

15,001～40,000円 Ｄ 又 は E × 0.5 ＋ 7,500 ・ ・ ・ 円

40,001～70,000円 Ｄ 又 は E × 0.25 ＋ 17,500 ・ ・ ・ 円

　  70,001円以上 35,000　円

新一般生命保険料の計　Ａ　・・・　　　　　　　円

新個人年金保険料の計　Ｂ　・・・　　　　　　　円

介護医療保険料の計　　Ｃ　・・・　　　　　　　円

旧一般生命保険料の計　Ｄ　・・・　　　　　　　円

旧個人年金保険料の計　Ｅ　・・・　　　　　　　円



 

 

所得控除項目 内   容 

寡婦・ひとり親 

控除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤労学生控除 

令和６年 12 月 31 日現在において、次のすべての要件に該当する方（控除額 26 万円） 

① 給与所得などの勤労による所得がある 

② 合計所得金額が 75 万円以下かつ①の勤労に基づく所得以外の所得が 10 万円以下 

③ 高等学校、大学、高等専門学校等の学生・生徒である 

 

障害者控除 

 あなたや同一生計配偶者、扶養親族、年少扶養親族（16 歳未満の扶養親族）の方が令和６

年 12 月 31 日現在（令和６年中に死亡した場合はその死亡時）において、下記の障害者に

該当する場合、区分に応じて一定の金額を控除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※要介護認定を受けた方で障害者控除の適用を受ける場合は「障害者控除対象者認定書」が必要です。 

 

配偶者控除 

※配偶者特別控除

を併せて受けられ

ません。 

あなたが控除対象配偶者（老人控除対象配偶者）を有する場合、下記の金額を控除します。 

 

 

 

 

※控除対象配偶者…次の①から④のいずれにも該当する方（同一生計配偶者といいます）のうち、合計

所得金額が 1,000 万円以下のあなたの配偶者をいいます。 

①あなたと生計を一にする配偶者 ②青色事業専従者給与の支払を受けていない 

③事業専従者に該当しない    ④合計所得金額が４８万円以下である 

※老人控除対象配偶者…控除対象配偶者のうち、70 歳以上の方（昭和 30 年１月１日以前生れの方）。 

 

－１０－ 

控除額

普通障害者
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
・介護保険の要介護認定を受け、かつ「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている方

２６万円

特別障害者

普通障害者に該当する方のうち
・身体障害者手帳「1・２級」、精神障害者保健福祉手帳「１級」、療育手帳「Ａ」の交付を受けてい
る方
・特別障害者として「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている方

３０万円

同居特別障害者
特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、あなた又はあなたの配偶者もしくはあなたと
生計を一にするその他の親族との同居を常としている場合

５３万円

障　害　者　控　除

控除を受ける居住者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者

     900万円以下 ３３万円 ３８万円

     900万円超　　  950万円以下 ２２万円 ２６万円

     950万円超　  1,000万円以下 １１万円 １３万円



 

所得控除項目 内   容 

配偶者特別控除 

※配偶者控除を

併せて受けられ

ません。 

 

扶養控除 

 

基礎控除 

あなたの合計所得金額に応じて一律に控除されます。 

 

 

 

 

 

 

所得金額 

調整控除 

１ 給与等の収入金額が 850 万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収

入金額（1,000 万円を超える場合には 1,000 万円）から 850 万円を控除した金額の

10％に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。 

 (1) 本人が特別障害者に該当する場合 

 (2) 年齢が 23 歳未満の扶養親族がいる場合 

 (3) 特別障害者である同一生計配偶者がいる場合 

 (4) 特別障害者である扶養親族がいる場合 

 

２ 給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑

所得の金額の合計額が 10 万円を超える場合には、給与所得（10 万円を限度）及び公的

年金等に係る雑所得の金額の合計額（10 万円を限度）から 10 万円を控除した残額を、

給与所得の金額から控除します。 

 

合計所得金額 控除額

     2,400万円以下 ４３万円

     2,400万円超　　 2,450万円以下 ２９万円

     2,450万円超　 　2,500万円以下 １５万円

あなたが生計を一に

する配偶者で控除対象

配偶者に該当しない方

を有する場合には、右

表の区分により一定の

金額を控除します。 

合計所得金額が４8

万円以下で、令和６年

12 月 31 日現在（令

和６年中に死亡した場

合はその死亡時）にお

いて、あなたと、生計

を一にしている親族が

いる場合に、右表の区

分に応じて、一定の金

額を控除します。 

※16 歳未満（平成 21 年 1 月 2 日～令和６年 12 月 31 日生まれ）の扶養は所得控除になりま

せん。 

※同居老親等…老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属（父母、祖父母等）で、

納税者またはその配偶者のいずれかとの同居を常としている方。 

特 定 扶 養 親 族

平成14年1月2日～平成18 年1 月1 日生まれの方

老 人 扶 養 親 族

昭 和 30 年 1 月 1 日 以 前 生 ま れ の 方

同 居 老 親 等

昭 和 30 年 1 月 1 日 以 前 生 ま れ の 方

３８万円

４５万円

対　　象　　者
控除額

（１人につき）

一 般 の 控 除 対 象 扶 養 親 族 ３３万円

４５万円

－１１－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営

業

収

入 

区 分 金 額  
売

上

原

価 

区 分 金 額 

売 上 金 額 ① 
円  棚 卸 高 （ 期 首 ） ④ 

円 

家 事 消 費 ②   仕 入 金 額 ⑤  

そ の 他 の 収 入 ③   棚 卸 高 （ 期 末 ） ⑥  

○A  ①＋②＋③   ○B  ④＋⑤‐⑥  

 

 

必

要

経

費

の

内

訳 

区    分 金    額 区    分 金    額 

給 料 賃 金 
円 

損 害 保 険 料 
円 

外 注 工 賃  修 繕 費 
 

減 価 償 却 費  消 耗 品 費  

貸 倒 金  福 利 厚 生 費  

地 代 家 賃  税 理 士 等 報 酬  

利 子 割 引 料    

租 税 公 課 
 

  

荷 造 運 賃    

水 道 光 熱 費    

旅 費 交 通 費 
 

  

通 信 費    

広 告 宣 伝 費  雑 費  

接 待 交 際 費  必 要 経 費 合 計 ○C    

 

 

減

価

償

却

費

内

訳 

資 産 の 名 称 
取 得 

年 月 日 
取 得 価 格 償却基礎額 

耐用

年数 
算出償却額 使用期間 専用割合 本年度償却額 

    ・ ・  
円 円 年 円 年  月 ％ 円 

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

 減価償却費合計  

 

 

給

料

賃

金

内

訳 

氏   名 住   所 支 払 額  
専

従

者

控

除 

氏   名 続柄 生年月日 専従者控除額 

三陸 太郎 三陸町吉浜字上野93番地1 
円 

       ． ． 
円 

          ． ．  

          ． ．  

          ． ．  

          ． ．  

 経 費 算 入 額    専従者控除計 ○D   

 

専 従 者 控 除 前 の 所 得 金 額 ○E  ○Ａ－○Ｂ－○Ｃ 
円 

所 得 金 額 ○Ｅ－○Ｄ  

 

◎営業所得計算書 

申告者 住所    大船渡市 盛町 字 宇津野沢 15番地     
 

    氏名    大船 一郎                  

令和７年度分 市民税・県民税申告書 附表（その１） 

1,000,000 

1,000,000 

150,000 

150,000 

90,000 

25,000 

20,000 

10,000 

5,000 

150,000 

90,000 

90,000 

700,000 

700,000 

附表の記入例（営業所得） 

－１２－ 



 

○営業所得の収入の内訳 

売 上 金 額 令和６年中の売上（収入）金額を記入します。 

家 事 消 費 商品などを家事のために消費したり、贈与した場合に通常の販売価額を記入します。 

そ の 他 の 収 入 空箱の売却代金やリベートなどの収入を記入します。 

期首商品（製品）棚卸高 令和６年１月１日現在の商品などの棚卸高を記入します。 

期末商品（製品）棚卸高 令和６年12月31日現在の商品などの棚卸高を記入します。 

仕 入 金 額 令和６年中の商品などの仕入金額を記入します。 

●営業所得の必要経費具体例 

科    目 具    体    例 

給 料 賃 金 給料、賃金、退職金、食費や被服などの現物給与 

外 注 工 賃 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃など 

減 価 償 却 費 建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 

貸 倒 金 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 

地 代 家 賃 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃など 

利 子 割 引 料 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など 

租 税 公 課 

税込経理方式による消費税等の納付税額、事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、印

紙税などの税金、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費や組合費 

※所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の

延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、過料などは必要経費になりません。 

荷 造 運 賃 販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃 

水 道 光 熱 費 水道料、電気料、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 

旅 費 交 通 費 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 

通 信 費 電話料、切手代、電報料など 

広 告 宣 伝 費 
新聞、雑誌、ラジオ、テレビなどの広告費用、チラシ、折込み広告の費用、広告用名入りマッ

チ、カレンダー、手ぬぐいなどの費用、ショーウインドーの陳列装飾のための費用 

接 待 交 際 費 
取引先などを接待する茶菓飲食代、取引先などを旅行、観劇などに招待する費用、取引先など

に対する中元、歳暮の費用 

損 害 保 険 料 火災保険料、自動車の損害保険料 

修 繕 費 店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代 

消 耗 品 費 
帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費、使用可能期間が１年未満か取得

価額が１０万円未満の計器備品の購入費 

福 利 厚 生 費 
従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用、事業主が負担すべき従

業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金 

税 理 士 等 報 酬 令和６年中に税理士や弁護士、公認会計士などに支払うことの確定した報酬や料金 

雑 費 事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 

□専従者控除について 

あなたと生計を一にしている配偶者やその他の15歳以上の親族が令和６年中の６か月を超える期間、事業に専ら従事している場合、そ

の事業に従事している親族（事業専従者）１人につき、次の（１）と（２）のいずれか少ない方の金額を必要経費にすることができます。 

（１）860,000円（その事業専従者が配偶者以外の親族である場合は、500,000円） 

（２）（専従者控除前の所得金額）÷（事業専従者数＋１） 

 
－１３－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

漁

業

収

入 

収 入 の 種 類 品 目 相手先または出荷先 金   額 

水 揚 アワビ 
 円 

養 殖 ワカメ   

雑 収 入    

家 事 消 費    

共 済 金    

合 計 ○Ａ   

 

必

要

経

費

の

内

訳 

区    分 金    額 区    分 金    額 

給 料 賃 金 
円 

通 信 費 
円 

減 価 償 却 費  接 待 交 際 費 
 

貸 倒 金  損 害 保 険 料  

利 子 割 引 料 
 

福 利 厚 生 費 
 

地 代 家 賃 傭 船 料  組 合 費  

租 税 公 課  漁 場 使 用 料 
 

諸 口 銭  共 済 掛 金 
 

漁 具 代  分 配 金 経 費  

資 材 代 
 

  

燃 油 代 
 

  

車 両 費    

修 繕 費    

餌 料 代    

種 苗 代    

水 道 光 熱 費  雑 費  

旅 費 交 通 費  必 要 経 費 合 計 ○Ｂ   

 

減

価

償

却

費

内

訳 

資産の名称 取得年月日 取 得 価 格 償却基礎額 耐用年数 算出償却額 使用期間 専用割合 本年度償却額 

  
円 円 年 円 年  月 ％ 円 

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

 減価償却費合計  

 

給

料

賃

金

内

訳 

氏   名 住   所 支 払 額  

専

従

者

控

除 

氏   名 続柄 生年月日 専従者控除額 

  
円 

   ． ． 
円 

      ． ．  

      ． ．  

      ． ．  

      ． ．  

 経 費 算 入 額    専従者控除計 ○Ｃ  

 

専 従 者 控 除 前 の 所 得 金 額 ○Ｄ  ○Ａ－○Ｂ 
円 

所 得 金 額  ○Ｄ－○Ｃ    

 

◎漁業所得計算書 

令和７年度分 市民税・県民税申告書 附表（その２） 

300,000 

900,000 

申告者 住所    大船渡市 盛町 字 宇津野沢 15番地     
 

    氏名    大船 一郎                  

400,000 

200,000 

50,000 

150,000 

100,000 

70,000 

30,000 

75,000 

50,000 

35,000 

10,000 

130,000 

700,000 

800,000 

200,000 

200,000 

軽トラック Ｒ6・7・26 4 800,000 200,000 6 0 50 50,000 

50,000 

附表の記入例（漁業所得） 

－１４－ 



 

○漁業所得の収入の内訳 

水 揚 令和６年中の水揚げ金額と相手先（漁協、魚市場など）を記入します。 

養 殖 ワカメ、カキ、ホタテ等の養殖の販売金額と出荷先（漁協など）を記入します。 

雑 収 入 漁協定置分配金などを記入します。 

家 事 消 費 商品などを家事のために消費したり、贈与した場合に通常の販売価額を記入します。 

共 済 金 アワビ、ウニ、ワカメ共済等の共済金を記入します。 

●漁業所得の必要経費具体例 

科    目 具    体    例 

給 料 賃 金 給料、賃金、退職金、食費や被服などの現物給与 

減 価 償 却 費 建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費 

貸 倒 金 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 

利 子 割 引 料 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など 

地 代 家 賃 傭 船 料 店舗、工場、倉庫等の敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃など 

租 税 公 課 

税込経理方式による消費税等の納付税額、事業税、固定資産税（土地、建物、償却資産）、自動

車税（重量税を含む。）、不動産取得税などの税金、漁業協同組合費などの公課 

※所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の

延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、過料などは必要経費になりません。 

諸 口 銭 漁業協同組合、魚市場等に支払う販売手数料など 

漁 具 代 容器類、一輪車、手袋、作業用長靴、衣料など 

資 材 代 
出荷タル、塩、箱、ビニールなどの出荷包装資材、長木、浮きタル、ロープ類などの施設用資

材購入費 

燃 油 代 船の油代、機械などの油代 

車 両 費 事業用車両の修繕費、燃料費、自賠責保険料、車検費用など 

修 繕 費 船、船外機、巻揚機、作業場など事業用資産の修繕費 

種 苗 代 カキ、ワカメ、ホタテ等の種苗代 

水 道 光 熱 費 事業用として使用した水道料、電気料、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 

旅 費 交 通 費 事業のための電車賃、バス代、タクシー代など 

通 信 費 事業のための電話料、切手代、電報料など 

接 待 交 際 費 取引先などを接待する茶菓飲食代など 

損 害 保 険 料 漁船保険料、事業用資産の損害保険料 

福 利 厚 生 費 
従業員の慰安、医療、衛生、保健などのために事業主が支出した費用、事業主が負担すべき従

業員の健康保険、厚生年金、雇用保険などの保険料や掛金 

組 合 費 養殖地域組合等に納める組合費、入札金、タル金 

漁 場 使 用 料 養殖施設の行使料など 

共 済 掛 金 カキ、ワカメ、ホタテ等の共済掛金 

雑 費 事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費 

 

－１５－ 



 

 

 

 

 

 

収

入

金

額

の

内

訳 

区分 
 

品目（種目） 
期首棚卸 

Ａ 
販   売   先   Ｂ 家事消費 期末棚卸 

Ｄ 

収入金額Ｅ 
（Ｂ+Ｃ+Ｄ-Ａ） 農協（ＪＡ） 市 場 そ の 他 収量 Ｃ 

品
目 

(

銘
柄) 

水
稲 

 

円 円 円 円 ㎏ 円 円 円 

      
 

 
 

自家用野菜畑         

花 き         

乳 牛         

         

        
 

合   計        ①  

雑
収
入 

受 取 共 済 金         

中山間交付金         

個別所得補償         

         

合   計        ② 

肉
用
牛 

成     牛         

子     牛         

合   計        ③ 

 

必

要

経

費

の
内

訳 

区分 
金額 

区分 
金額 

区分 
金額 

田畑等 肉用牛 田畑等 肉用牛 田畑等 肉用牛 
雇 人 費   円  円 肥 料 費 円 円 荷造運賃手数料 円 円 

小 作 料   飼 料 費 
 

 土地改良費   

賃 借 料 
 

 農 具 費      

減 価 償 却 費   農薬衛生費 
 

    

貸 倒 金   諸 材 料 費 
 

    

利 子 割 引 料   修 繕 費      

租 税 公 課 
 

 動力光熱費      

種 苗 費   作業用衣料費      

素 畜 費   農業共済掛金   雑 費 
 

 

      必要経費合計 ④ ⑤ 

 

減
価
償
却
費
内
訳 

資 産 の 名 称 取得年月日 取 得 価 格 償却基礎額 耐用年数 算出償却額 使用期間 専用割合 本年度償却額 
  円 円 年 円 年  月 ％ 円

    ・ ・         
    ・ ・         
    ・ ・         
    ・ ・         
    ・ ・         
    ・ ・         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎農業所得計算書 

令和７年度分 市民税・県民税申告書 附表（その３） 

430,000 

申告者 住所    大船渡市 盛町 字 宇津野沢 15番地     
 

    氏名    大船 一郎                  

こしひかり 50,000 480,000 

20,000 20,000 

500,000 

70,000 

20,000 

60,000 

40,000 

40,000 
20,000 

250,000 

軽トラック 800,000 800,000 4 200,000 6 0 70 70,000 Ｒ6・7・23 

－１６－ 

附表の記入例（農業所得） 

必要経費 ④ 250,000

専従者控除前の所得金額　　　⑧－④ ⑨ 250,000

専従者控除額 ⑥

差引農業所得額　　　　　　　⑨－⑥ ⑩ 250,000

田
 
畑
 
等

収入金額　　　　　　　　　　①＋② ⑧ 500,000
円

必要経費 ⑤

専従者控除前の所得金額　　　③－⑤ ⑪

専従者控除額 ⑦

差引農業所得額　　　　　　　⑪－⑦ ⑫

円

肉
　
用
　
牛

収入金額 ③

 

氏　　名 住　　　所

経  費  算  入  額

雇
人
費
内
訳

支払額

円

 

続 従事

柄 期間

  ・ ・

  ・ ・

  ・ ・

円 円
専
従
者
控
除

  ・ ・

生年月日氏　　名
専従者控除額

田畑等 肉用牛

⑥専従者控除計 ⑦
 



○農業所得の収入の内訳 

農産物等の種類品名等 収穫したり、販売した作物などの名称を記入します。 

販 売 金 額 

令和６年中の販売金額を記入します。 

なお、販売後、まだ実際に代金を受け取っていない場合でも本年中に販売したものについては、

全て令和６年分の販売金額になります。 

家 事 消 費 
農作物を家事及び事業（雇人費の現物支給など）のために消費した場合に、収穫時の生産者販

売価額により計算して記入します。 

農 産 物 の 棚 卸 高 収穫時の生産者販売価額により計算して記入します。 

雑 収 入 の 内 訳 受取共済金、中山間交付金、個別所得補償などの金額を記入します。 

●農業所得の必要経費具体例 

科    目 具    体    例 

雇 人 費 常雇・臨時雇人などの労賃及び賄費 

小 作 料 ・ 賃 借 料 
農地の賃借料、農地以外の土地、建物の賃借料、賃耕料、農機具の賃借料、農業協同組合など

の共同施設利用料 

減 価 償 却 費 建物、農機具、車両、搾乳牛などの償却費 

貸 倒 金 売掛金などの貸倒損失 

利 子 割 引 料 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など 

租 税 公 課 

税込経理方式による消費税等の納付税額、事業税、固定資産税（土地、建物、償却資産）、自動

車税（重量税を含む。）、不動産取得税などの税金、農業協同組合費などの公課 

※所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の

延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、過料などは必要経費になりません。 

種 苗 費 
種もみ、苗類、種いもなどの購入費用（自給分については、収穫した時の価額によって記入し

ます。） 

素 畜 費 子牛、子豚、ひななどの取得費及び種付料 

肥 料 費 肥料の購入費用 

飼 料 費 飼料の購入費用 

農 具 費 使用可能期間が１年未満か取得価額が１０万円未満の農具の購入費用 

農 薬 衛 生 費 農薬の購入費用や共同防除費 

諸 材 料 費 ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料の購入費用 

修 繕 費 農機具、農用自動車、建物及び施設などの修理に要した費用 

動 力 光 熱 費 電気料、水道料、ガス代、灯油やガソリンなどの燃料費 

作 業 用 衣 料 費 作業衣、地下たびなどの購入費用 

農 業 共 済 掛 金 水稲、果樹、家畜などに係る共済掛金 

荷 造 運 賃 手 数 料 出荷の際の包装費用、運賃や出荷（荷受）機関に支払う手数料 

土 地 改 良 費 土地改良事業の費用や客土費用 

雑 費 農業経営上の費用で他の経費に当てはまらない経費 

 

－１７－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

不

動

産

収

入 

貸家貸地

等の別 
不   動   産   の   所   在   地 年  間  収  入  額 

貸 地 大船渡市盛町字内ノ目 4 番地 2 
円 

   

   

   

小 計 ① 

 

頭 金 ・ 権 利 金 ・ 敷 金 ・ 保 証 金 の 合 計 ② 
 

年 間 不 動 産 収 入 の 合 計 ○Ａ  ① ＋ ②  

 

必
要
経
費

の
内

訳 

区    分 金    額 区    分 金    額 

給 料 賃 金 
円 

修 繕 費 
円 

減 価 償 却 費  税 理 士 等 報 酬  

貸 倒 金    

地 代 家 賃    

借 入 金 

利 子 

土 地    

土地以外 

 

  

租 税 公 課  雑 費  

損 害 保 険 料  必 要 経 費 合 計 ○Ｂ  

 

減

価

償

却

費

内

訳 

資産の名称 取得年月日 取 得 価 格 償却基礎額 耐用年数 算出償却額 使用期間 専用割合 本年度償却額 

 ・ ・  
円 円 年 円   年  月 ％ 円 

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

    ・ ・         

 減価償却費合計  

 

給

料

賃

金

内

訳 

氏   名 住   所 支 払 額  

専

従

者

控

除 

氏   名 続柄 生年月日 専従者控除額 

  
円 

 大船 四郎 弟 S51.5.5 円 

          ． ．  

          ． ．  

          ． ．  

          ． ．  

 経 費 算 入 額    専 従 者 控 除 計 ○Ｃ  

Ⓓ　－　Ⓒ 875,000

円

所　　得　　金　　額

専従者控除前の所得金額 Ⓓ Ⓐ　－　Ⓑ 1,375,000

 

 

◎不動産所得計算書 

令和７年度分 市民税・県民税申告書 附表（その４） 

申告者 住所    大船渡市 盛町 字 宇津野沢 15番地     
 

    氏名    大船 一郎                  

2,000,000 

2,000,000 

2,000,000 

400,000 

25,000 625,000 

附表の記入例（不動産所得） 

－１８－ 

500,000 

500,000 

200,000 



○不動産所得の収入の内訳 

貸 家 、 貸 地 等 の 別 貸家、貸店舗、アパート、貸マンション、貸間、貸地、駐車場などと記入します。 

不 動 産 の 所 在 地 貸家、貸地等の所在地等を記入します。 

年 間 収 入 額 賃貸料の収入金額を記入します。 

頭金・権利金・敷金・ 

保 証 金 の 合 計 
頭金や権利金、更新料、名義書換料や敷金、保証金などの金額を記入します。 

●不動産所得の必要経費具体例 

科     目 具    体    例 

給 料 賃 金 賃貸している建物などの管理や賃貸料の集金に従事している使用人に支払う給料 

減 価 償 却 費 賃貸している建物、建物附属設備、構築物などの償却費 

貸 倒 金 既に収入金額とした未収賃貸料などのうち、回収不能となった金額 

地 代 家 賃 賃貸している建物の敷地の地代など 

借 入 金 利 子 
賃貸している建物等を取得するための借入金の利子 

※借入金の返済額のうち元本に相当する部分の金額は必要経費になりません。 

租 税 公 課 

賃貸している土地、建物等についての、固定資産税、事業税、税込経理方式による消費税等の

納付税額、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金 

※所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国民健康保険税、国民年金の保険料、国税の

延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、過料、交通反則金などは必要経費になりま

せん。 

損 害 保 険 料 賃貸している建物等についての火災保険料 

修 繕 費 賃貸している建物等についての修繕のための費用 

雑 費 業務上の費用で他の経費に当てはまらない経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１９－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○所得税の確定申告（税務署） 

 公的年金等の収入金額が 400 万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に

おいて、公的年金等以外の所得の所得金額が 20 万円以下であるときは、所得税の確定申告は不要です。 

 ただし、医療費控除等により所得税（源泉徴収税額）の還付を受ける場合などは、確定申告をする必要があり

ます。 

○市民税・県民税の申告（市役所） 

 所得税の確定申告をしない人でも、下記に該当する人は、市民税・県民税の申告が必要です。 

・公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除と違う内容で控除を受ける人 

・前年中に支払った医療費や生命保険料などがあり、控除を受ける人 

・公的年金等以外に事業や不動産などの所得がある人 

 

 

 

市民税・県民税申告の要否判定表 

勤務先から大船渡市へ「給与支払報告書」は、

提出されていますか？ 

申告が必要です。 

はい 

源泉徴収票に記載されていない控除（※３）を受けますか？ 
 ※３ 医療費控除、生命保険料控除など 

所得税の確定申告をしない人は、下記のフローチャート（流れ図）で、 

市民税・県民税申告の要否を判定してください。 

収入は、公的年金等の収入のみですか？ 

公的年金等以外の所得は、「給与所得」

ですか？ 

申告は不要です。 

源泉徴収票に記載されている控除（※１）と違う
内容で控除を受けますか？（※２） 

※１ 社会保険料控除、寡婦・ひとり親控除、 
障害者控除、配偶者控除、扶養控除 

はい 

はい 

公的年金等の収入の申告について 

いいえ 

申告が必要です。 

－２０－ 

いいえ 

はい 

はい いいえ 

※２ 「令和６年分公的年金等の受給者の扶養親族申告書」（令和５年に年金支払者へ申告したもの）において、配

偶者の年間所得が４8 万円を超える金額を記載している場合は、市民税・県民税を計算する際に配偶者控除が

適用されません。配偶者控除を受ける人は、市民税・県民税の申告などが必要です。 

いいえ 

いいえ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民税・県民税について 

○市民税・県民税の納税義務者 

 下記に該当する方は大船渡市に納税の義務があります。 

・令和７年１月１日（賦課期日）現在、大船渡市内に住所がある方。 

・賦課期日現在、大船渡市外に住所があるが、大船渡市内に居住している方。 

○税額がかかる方・かからない方 

 下記に該当する方は市民税・県民税が課税されません。 

・生活保護を受給している。 

・令和６年 12 月 31 日現在において、寡婦・ひとり親・障害者・未成年者のいずれかに該当し、合計所得金額

が 1３5 万円以下である。 

・前年中の合計所得金額及び総所得金額等が非課税範囲を超えない。 

 

※１ 168,000 円及び 320,000 円は、同一生計配偶者もしくは扶養親族がある場合のみ加算。 

※２ 合計所得金額…繰越控除や特別控除を適用する前の所得金額の合計。 

※３ 総所得金額等…特別控除を適用する前の所得金額の合計。 

○税額の計算 

 

 

【均等割】6,000 円（市民税：3,000 円 県民税：2,000 円 国税（森林環境税）：1,000 円） 

【所得割】（所得－所得控除）×税率－税額控除 

 所得割の税率は 10％（市民税６％、県民税４％）です。（ただし、分離課税の所得等の税率は異なります。） 

○市民税・県民税の税額決定と納付方法 

 税額の決定 

  令和７年度分市民税・県民税申告や確定申告等をもとに市役所で税額を計算します。 

 納付方法 

  給与所得がある方は原則給与特別徴収で納付します。特別徴収とは、事業主が納税義務者に代わって毎月の

給与（年金の場合は２か月に１回の支給額）から税額を引去り市役所へ納める方法をいいます。 

 

均等割 280,000円×（同一生計配偶者＋扶養親族の合計人数＋１）＋168,000円（※１）＋100,000円≧合計所得金額 （※ ２）

所得割 350,000円×（同一生計配偶者＋扶養親族の合計人数＋１）＋320,000円（※１）＋100,000円≧総所得金額等の金額（※３）

徴収区分

給与特別徴収

給与所得者のうち継続し

て勤務されている方

年金特別徴収

令和７年４月１日現在で

65歳以上の年金所得者

※公的年金等に係る税額

のみ対象

普通徴収

上記２つに該当しない方

第４期

納期限：１２月末

納付方法

第１期

納期限：６月末

第２期

納期限：８月末

第３期

納期限：１０月末

仮徴収 本徴収

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 翌２月

１２月 翌１月 翌２月 翌３月 翌４月 翌５月１１月６月 ７月 ８月 ９月 １０月

年税額 ＝ 均等割 ＋ 所得割 

－２１－ 


